
木造軸組住宅の振興及び地域住宅産業育成のための提言

1．はじめに 第40期建設政策検討委員会

　全建総連は組合結成から一貫して大工職の経営と雇用を守りつつ運動をすすめてきました。そして

その基礎にある在来工法を守ることを重要な課題として位置づけてきました。1975年の第16回定期大

会では「在来工法を守るというなかには二つの意味があります。一つは合理化のすすむなかで、小零

細業者が資本の進出に対してその立場を守ることを工法に託していく場合、もう一つは大工技能とし

ての在来工法を指す場合です」とその位置づけを明らかにしています。

　また、この運動の発展のなかで木造軸組工法を守るためにも木造軸組工法の担い手である町場の親

方、職人に技能集団としての誇りを自覚し、その成果が「職人憲法」の発展とその学習運動、そして

それが建て主や地域との結び付きを目指す「住宅デー」の取り組みへと発展することとなりました。

　戦後50年が経過し、日本の経済社会全体が大きく変化をとげました。この50年間で約4千万戸の住

宅を生産してきた住宅産業もその例外ではなく、建築基準法の性能規定化、住宅品質確保促進法の制

定による暇疵保証10年義務化、住宅性能表示制度、住宅苦情処理体制の整備等々、日本の住宅産業を

支えてきた大工・工務店についてもおおきな転換期を迎えています。

　我が国の住宅政策は、終戦直後の420万戸にのぼる住宅不足と住宅需要に対応するため、住宅金融公

庫法、公営住宅法、住宅公団法など公的施策をすすめてきました。昭和41年には現行の住宅建設計画

法が制定され、官民をあわせて計画的に行なうべきとの考えから、公的住宅民間自力建設住宅の5ヵ年

計画が実施されるに至りました。

　しかし、政府は「ハウス55」に象徴される工業化住宅路線を民間建設に求めるべき国庫補助という

住宅企業への支援、持家政策として住宅金融公庫融資制度を充実させ、個人が家を建てることを奨励

し、国が本来行なうべき良質、廉価な公営住宅建設という任務を放棄していると言われても過言では

ない住宅政策が展開されてきました。

　この十数年前から数より質の向上へ転換してきていますが、昨年建設省が発表した平成10年度の住

宅需要実態調査では、住宅に対する不満が47．6％と平成5年度の調査（49．4％〉に比べてそれ程減少し

ていません。それは住宅を商品化し住宅需要者を住宅消費者にしている限り、供給されていく住宅は

合理性と利益追求の競争の産物として放任した結果です。良い家づくりは商品化され売られる住宅で

はなく、住まい手の住宅観と作り手である地域の大工・工務店の優良な技術、メ支能と心とが相まって

作られないかぎり、住まい手が満足する良い家はできないと考えます。

　21世紀の住まいづくりは省資源と地球環境保全に視点を据え、安全・健康・安心に住める高齢化社

会にも対応したものでなければなりません。

　地域性の高い我が国の住宅は、世界の中でも多様な自然環境の中で建てられるだけに地域の気候・風

土や特性等を知り尽くし、施工体制を自ら保持している地域工務店がこの転換期と言われるこの時代

でさらに技術・技能の向上や経営・営業力の向上に努めていくならば、消費者保護や住宅の品質・性

能を向上させようという趣旨で制定された住宅品質確保促進法は施工技術、施工能力をもつ優位さを

発揮する絶好の機会であり、本物の住まいづくりに情熱を燃やせる時代に突入したといってもよいの
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